
鳥取県いじめの防止等のための基本的な方針に係る 

パブリックコメントの実施結果について 

平成２９年７月３１日 

いじめ・不登校総合対策センター 

 

１ 実施期間：平成２９年６月９日（金）から６月２６日（月）まで 

２ 募集方法：郵送、ファクシミリ、電子メール又は県庁県民課、各総合事務所等設置の意見箱 

       電子アンケート 

３ 募集結果：意見総数８６６件（８００名）（年代：１０代２８名、２０代６５名、３０代 

１５４名、４０代２２３名、５０代１８８名、６０代９７名、７０代以上４５名） 

        反映した意見６９件、盛り込み済の意見２７件、今後の検討課題１４件、 

検討したが反映しない意見１６件、その他（感想等）７４０件 

 

４ 主な意見と対応方針 

主な意見の概要 対応方針 

「学校いじめ対策組織に情報を集約・整理する

担当を設けること、管理職の承認を得た上で実

行に移すこと」の部分を具体的に記述してはど

うか。担当を初めから明記してはどうか。既存

の体制で代替できるのかなどがわかりにくい。 

「情報を集約・整理する担当を設け、その担当が

中心になって、管理職への報告を行い判断を得た

のち、その判断に基づいた動きを学校体制で行い

ます。なお、この担当は、校種・学校規模等、学

校の実態に合わせて決定します。」と記載する。 

「学校いじめ対策組織の役割」について未然防

止、早期発見についての具体的な記述が必要で

はないか。 

 

未然防止の部分に「いじめの定義・判断基準や事

例を教職員に周知し」と書き加える。早期発見の

部分に「いじめが疑われる事案の情報収集を行

い、」と書き加える。 

アンケートについて形式や方法を統一すべき

ではないか。 

今後アンケートの形式、内容、やり方等について

県としての案を示す。 

「いじめの重大事態」の部分のいじめの定義に

ついて「・・・疑いがあると認めるとき。」の

主語が必要ではないか。 

「・・・疑いがあると学校設置者が認めるとき。」

と加筆する。 

 

「重大事態への対処」について、「鳥取県いじ

め問題検証委員会」は県立高校の場合のみの記

述か。市町村立学校についての記述が必要では

ないか。 

 

 

○公立学校、私立学校を想定した記述にし、地方

公共団体の長は重大事態が発生した旨の報告・

調査結果を受け、必要があると認めるときは附

属機関を設けて調査を行うことができることを

記載する。また国立学校についても記載する。 

○「鳥取県いじめ問題検証委員会」の役割につい

て明記する。 

○再調査を行ったときは、地方公共団体の長がそ

れぞれ議会に報告することを記載する。 

重大事態の調査結果の公表する場合の留意事

項について記載すべきではないか。 

「調査結果の公表、公表の方法等の確認」の項目

を設け、公表の際の留意点、いじめを受けた児童

生徒・保護者への事前の説明等について記載する。 

５ 実施後の対応 

  ・７月定例教育委員会議決により方針を決定し、市町村教育委員会、県立学校等に通知した。 

  ・７月２８日管理職対象の「いじめ問題に関する行政説明会」で改定のポイントを説明した。 


